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令和７年度効果的捕獲促進事業（広域連携タイプ）【新城地区】 

に関する入札説明書 

 

令和７年６月 18日付け公告の愛知県環境局環境政策部自然環境課に係る一般

競争入札については、下記のとおり執行します。 

 

１ 競争入札に付する事項等 

⑴ 案件の名称 

 令和７年度効果的捕獲促進事業（広域連携タイプ）【新城地区】 

⑵ 案件の概要 

   ニホンジカの捕獲 25 頭 

⑶ 履行期限 

   契約締結日から令和８年２月 16 日まで 

⑷ 捕獲等実施地域 

新城地区 

⑸ 入札方法 

 ア 入札は、紙入札により実施します。 

 イ 詳細な入札方法等は愛知県建設工事関係入札心得書によるものとしま

す。 

ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の

10 に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入

札書に記載してください。 

エ 入札の回数は３回までとし、入札書に併せて必ず委託費内訳書を提出し

てください。 

オ 本入札は、契約書、仕様書等の閲覧を電子で行う業務委託です。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定される次

の事項に該当する者は、競争入札に参加する資格を有しない。 

ア 一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者 

イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後２年を経過

しない者（その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として

使用する者についてもまた同じ。） 
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（ア） 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件

の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（イ） 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

（ウ） 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨

げた者 

（エ） 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 

（オ） 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

（カ） 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を

契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑵ 競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）（別紙様式

１）の提出日から当該業務の落札決定の日のまでの期間において、「愛知県

が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年６月 29

日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を受けてい

ないこと。 

⑶ 確認申請書の提出日から落札決定の日のまでの間、「愛知県会計局指名停

止取扱要領」又は「愛知県建設工事等指名停止取扱要領」に基づく指名停止処

分を受けていないこと。 

⑷ 認定鳥獣捕獲等事業者であり、ニホンジカの捕獲に係るわな猟・銃猟（装 

薬銃または空気銃）の認定を受けていること。 

⑸ 「令和６・７年度愛知県入札参加資格者名簿」の業務（大分類）「3.役務

の提供等」のうち営業種目（中分類）「16.その他の業務委託等」、取扱内容

（小分類）「99.その他」に登録されており、愛知県内に事務所（本店又は支

店）を有している者であること。 

⑹ 過去５年間（令和２年度～令和６年度）、愛知県内において、本公告に

示した調達役務（ニホンジカの捕獲等）と同種の役務を国又は地方公共団

体から受注した実績があること。 

 

３ 入札関係図書の配布等 

⑴ 入札関係図書について 

入札関係図書の閲覧及び配布を電子化しておりますので、以下のウェブ

ページからダウンロードしてください。 

アドレス： 

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/soshiki/shizen/kouikirenkei2025.html 

なお、入札関係図書がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い

合わせてください。 

 

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/soshiki/shizen/kouikirenkei2025.html
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  ア 受付場所 

愛知県環境局環境政策部自然環境課 

住  所 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

電  話 052-954-6230（直通） 

  

 イ ダウンロードできる期間 

    令和７年６月 18 日（水）午前９時から 

    令和７年６月 25 日（水）午後５時まで 

⑵ 本公告及び入札関係図書に対する質問及び回答 

  ア 本公告及び入札関係図書に対する質問は、次のとおり文書（様式自由）

を郵送（書留郵便に限る。）又は持参することにより提出してください。 

   （ア） 受付場所 

     ３⑴アに同じ。 

   （イ） 受付期間 

     令和７年６月 18 日（水）から令和７年６月 25 日（水）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に

規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１

時までを除く。） 

  イ 上記の質問に関する回答は、質問書受領後、３⑴アの場所において閲覧

に供する。 

 

４ 入札期間及び開札の日時 

⑴  入札期間 

令和７年６月 30 日（月）午前９時から午後３時まで 

（入札書受付締切予定日時） 

・再入札（１回目） 

令和７年７月１日（火）午前９時から午後３時まで 

・再入札（２回目） 

令和７年７月２日（水）午前９時から午後３時まで 

⑵  開札の日時 

令和７年６月 30 日（月）午後４時 

令和７年７月 １日（火）午後４時（再入札（１回目）の場合） 

令和７年７月 ２日（水）午後４時（再入札（２回目）の場合） 

⑶ 入札の延期等 

入札者が連合し、又は不穏の挙動をする場合にあって、競争入札を公正に

執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期

し、又はこれを取り止めることがある。 
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５ その他 

⑴ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、契約希望単価等に数量を乗じて得た見積

金額の 100 分の５以上の金額の入札保証金（愛知県財務規則第 152 条の４

に定める入札保証金に代わる担保を含む。）を開札期日までに納めなければ

ならない。ただし、財務規則第 152 条の３の規定により、全部又は一部の納

付を免除されたときは、この限りではない。 

⑵ 入札の無効 

愛知県財務規則第 152 条（入札の無効）の規定に該当する入札は、無効と

する。 

⑶ 競争入札参加者に要求される事項 

ア 入札に参加しようとする者は、確認申請書（別紙様式１）、申立書

（別紙様式２）及び競争入札参加資格証明書（別紙様式３）を下記期間

内に提出しなければならない。なお、提出した書類について説明を求め

られたときは、これに応じなければならない。 

（ア） 提出場所 

３⑴アに同じ。 

（イ） 提出期間 

３⑵ア（イ）に同じ。 

イ 提出期間内に上記書類を提出していない者及び入札参加資格がないと

認められた者は、入札に参加することができないものとする。 

なお、上記書類の提出に当たって、一旦受領した書類の返却、差し替

え及び再提出は認めないものとする。 

⑷ 落札者の決定方法 

ア 競争参加資格及び仕様書等の要求要件をすべて満たし、当該入札者の

入札価格が愛知県財務規則第 154 条の規定に基づいて作成された予定価

格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。 

イ 落札者となるべき者が２人以上あるときは、直ちにくじを行い、落札者

を決定するものとする。 

⑸ 落札決定通知書の発行 

   落札者が決定した後、落札者に対して落札決定通知書を発行する。 

⑹ 契約の締結 

開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」１

⑺アに規定する排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないも

のとする。 
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⑺ 損害の賠償 

暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」１⑺

アに規定する排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求

することがある。 

⑻ 妨害等に対する報告義務等 

契約の履行に当たり、妨害等を受けた場合は、速やかに県に報告すると

ともに警察へ被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指

名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手

方としない措置を講じることがある。 

⑼ 契約書作成 

   競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅延なく資料３の契

約書を取り交わすものとする。 

   なお、電子契約（立会人型電子契約サービスによる契約）を希望する場合

は、落札通知後速やかに申し出ること。 

⑽ 契約保証金 

契約を締結しようとする者は、愛知県財務規則第 129 条の２の規定によ

り、契約金額の 100 分の 10 以上の金額の契約保証金を契約締結日までに契

約担当者に納めなければならない。 

ただし、愛知県財務規則第 129 条の３の規定により、全部又は一部の納

付を免除されたときは、この限りでない。 

 

 

 ［配付資料］ 

 ・資料１ 捕獲等業務（新城地区）仕様書 

 ・資料２ 委託費内訳書 

 ・資料３ 契約書（案） 

 ・別紙様式１ 競争入札参加資格確認申請書 

 ・別紙様式２ 申立書 

 ・別紙様式３ 競争入札参加資料資格証明書 

 


